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戦
国
時
代
の
炭
焼
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ 

解
答 

 

資
料
①
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
北
条
氏
邦
諸
役
免
許
状 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
斎
藤
（
古
）
家
文
書
五
〕 

 

炭
焼
等
諸
役 

并
関
津
料
木
口
、 

何
も
令
免
許
候
、
若 

非
分
之
儀
申
懸
者 

有
之
者
、
則
可
申
上 

者
也
、
仍
如
件
、 

 

戊
辰

（
永
禄
十
一
年
） 

 
 

 

（
北
条
氏
邦
朱
印
「
翕
邦
挹

灋
（
法
）

」
） 

 
 

 

十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 

三
山
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定
峯
谷 

 
 

 
 

 

炭
焼
中 

 
 

 
 

 

触
口 

 
 

 
 

 
 

斎
藤
八
衛
門

（
右
脱
ヵ
）

尉
殿 

（
異
筆
） 

「
五
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資
料
②
天
正
二
年
（
一
五
七
五
）
北
条
氏
邦
朱
印
状 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
斎
藤
（
古
）
家
文
書
一
〇
〕 

 

百
卅
俵 

 
 

炭
廿
六
人
分
、
但
一
人
ニ
五
俵
宛 

 
 

 
 

七
十
八
俵 

お
こ
し
炭
、
全
阿
ミ
ニ
可
渡
之
、 

 
 

 
 

五
十
弐
俵 

鍛
治
炭
、
黒
沢
所
へ
可
納
之
、 

 
 

 
 

 
 

以
上
、
百
卅
俵 

此
内 
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右
、
如
斯
、
毎
年
調
之
、
炭
奉
行
人
可
相
渡
、
何
時
成
共 

御
用
時
分
、
無
々
沙
汰
可
走
廻
者
也
、
仍
如
件
、 

 
 

 
 

 

甲
戌

（
天
正
二
年
） 

 
 

 
 

 
 

 

九
月
一
日 

（
北
条
氏
邦
朱
印
「
翕
邦
挹
福
」
） 

  
 

 
 

 
 

 
 

斎
藤
八
右
衛
門
殿 

   

【
読
み
下
し
】
（
本
文
の
み
） 

 

資
料
①
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
北
条
氏
邦
諸
役
免
許
状 

〔
斎
藤
（
古
）
家
文
書
五
〕 

 

炭
焼
等
諸
役
な
ら
び
に
関
津
料
木
口
、
何
も
免
許
せ
し
め
候
、
若
し
非

分
の
儀
申
し
懸
け
る
者
こ
れ
有
ら
ば
、
則
ち
申
し
上
ぐ
べ
き
も
の
也
、

仍
っ
て
件
の
如
し
、 

  

資
料
②
天
正
二
年
（
一
五
七
五
）
北
条
氏
邦
朱
印
状 

〔
斎
藤
（
古
）
家
文
書
一
〇
〕 

 

百
三
十
俵 

炭
二
十
六
人
分
、
但
し
一
人
に
五
俵
ず
つ 

 
 

 
 

 

七
十
八
俵 

お
こ
し
炭
、
全
阿
ミ
に
こ
れ
を
渡
す
べ
し
、 

 
 

 
 

 

五
十
弐
俵 

鍛
治
炭
、
黒
沢
所
へ
こ
れ
を
納
む
べ
し
、 

 
 

 
 

 
 

以
上
、
百
三
十
俵 

右
、
か
く
の
如
く
、
毎
年
こ
れ
を
調
え
、
炭
奉
行
人
に
相
渡
す
べ
し
、

何
時
な
り
と
も
、
御
用
の
時
分
、
無
沙
汰
な
く
走
り
廻
る
べ
き
も
の
也
、

仍
っ
て
件
の
如
し
、 

此
の
内 


